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会 議 録 

会議の名称 
委託業務総合評価一般競争入札評価員会議（令和 7 年度（2025 年度）第１

回） 

開催日時 令和 7年（2025 年）７月２日（水） 13 時 00 分～14時 35 分 

開催場所 枚方市役所 別館４階 特別会議室 （Web 会議） 

出席者 

会長：吉村評価員 

評価員：三成評価員、浜口評価員、吉崎評価員 

事務局：（契約検査課）山下課長、重本課長代理、安藤係長、中村 

（環境事業課）則武課長代理、藤原主査 

（上下水道財務課）樋上課長代理、粟田係長 

（市立ひらかた病院総務課）高橋課長、辻課長代理 

欠席者 ― 

案 件 名 

案件１. 落札者決定基準（ガイドラインに準拠したひな型）の社会的価値

評価等の変更点について 

案件２．枚方市粗大ごみ予約センター運営業務委託に係る委託業務総合評

価一般競争入札の落札者決定基準（案）について 

案件３. 水道検針業務、窓口・収納業務等委託に係る委託業務総合評価一

般競争入札の落札者決定基準（案）について 

案件４．市立ひらかた病院建物総合維持管理業務委託に係る委託業務総合

評価一般競争入札の落札者決定基準（案）について 

提出された資料等の 

名称 

・01 会議次第 

・02 評価員名簿 

・資料① 地方自治法 抜粋 

・資料② 委託業務総合評価一般競争入札評価基準ガイドライン（令和 5

年 8月 29 日改定） 

・資料③ 枚方市契約規程（R7.4) 

・資料④ 枚方市委託業務総合評価一般競争入札評価員設置要綱 

・資料⑤ 見え消し 落札者決定基準【案】（ひな形） 

・資料⑥ 仕様書 枚方市粗大ごみ予約センター運営業務委託 

・資料⑦ 落札者決定基準（案）＿枚方市粗大ごみ予約センター運営業務

委託 

・資料⑧ 仕様書 水道検針業務、窓口・収納業務等委託 

・資料⑨ 落札者決定基準（案）＿水道検針業務、窓口・収納業務等委

託 

・資料⑩ 仕様書 市立ひらかた病院建物総合維持管理業務委託 

・資料⑪ 落札者決定基準（案）＿市立ひらかた病院建物総合維持管理

業務委託 

決  定  事  項 審議案件について、意見聴取が行われた。 
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会議の公開、非公開の別 

及び非公開の理由 

非公開 

枚方市情報公開条例第５条第７号に規定する非公開情報が含まれる事項に

ついて審議を行うため。 

会議録の公表、非公表の

別及び非公表の理由 
公表 

所管部署（事務局） 総務部契約検査課 

審 議 内 容 

＜主な意見・質疑＞ 

案件１. 落札者決定基準（ガイドラインに準拠したひな型）の社会的価値評価等の変更点につい

て 

会長：「３．社会的価値評価 Ａ働きやすい就労環境への取組 ⑶健康経営」の時間外勤務が月4

5時間を超える従業員の割合について、年度替わりに伴って、枚方市での割合が減少し、そ

れを基準にしようとしているということか。 

事務局：令和6年度の枚方市での割合が16.9％に減少したため、それを基準にしようとしている。 

 

評価員：「３．社会的価値評価」の部分で、「法定の～を満たしているときは評価する」という

基準が出てくるが、法定の基準を満たしているのは当たり前と考えるがそれは加点とし

て評価をする方針なのか。 

事務局：基礎点として加点する。 

評価員：法定の基準を満たしていない場合があってもよいということか。 

事務局：法定の基準を満たしていない場合は入札無効として取り扱うため、法定の基準を満たす

のは最低限必要。 

評価員：では評価点が0点はありえないということか。 

事務局：その通り。 

 

案件２. 枚方市粗大ごみ予約センター運営業務委託に係る委託業務総合評価一般競争入札の落札

者決定基準（案）について 

《仕様書等（業務概要）について》 

会長： 受付実績件数について、令和6年度と令和5年度の比較を見ると、繁忙な月が必ずしも同じ

という性質のものではないのか。 

事務局： 年末にごみの搬出が増えるためそれに対する市民周知をする時期が令和5年度は10月、

令和6年度は11月だったため、その期間に入電が増えている。また、4月は引っ越しに伴

うごみの搬出が増えるため件数が多いという傾向がある。 

 

《技術的評価について》 

評価員：「２．技術的評価 Ｂ研修体制 ⑴技術力向上のための研修制度等の設置」について、

研修対象者は本件業務の作業従事者とあるが、評価する研修は本件業務の作業従事者全

員が参加したら１回とカウントするのか。もしくは１人でも参加すれば１回とカウント

するのか。 

事務局：１人でカウントというのは想定していないが、全員でないとカウントしないというわけ
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ではない。 

評価員：例えば参加が６割であればカウントするとか４割であればどうなのかという判断基準は

あるのか。 

事務局：複数人数が参加していれば１回とカウントすることを考えている。 

評価員：人数、研修目的等によって判断するということか。 

事務局：研修の性質によって判断したいと考えている。 

会長：その時の在籍者、その業務の従事者を一致させたうえで研修に参加させ、受講者名簿を提

出させようとすると、業者側の負担も相当なものになる。複数の応札者で点数の差が問題

になれば厳密に見ないといけないことになるかもしれない。 

評価員：なかなか厳密に見るのは難しいと思うので適切に判断されたい。 

 

案件３. 水道検針業務、窓口・収納業務等委託に係る委託業務総合評価一般競争入札の落札者決

定基準（案）について 

《仕様書等（業務概要）について》 

意見なし。 

 

《技術的評価について》 

意見なし。 

 

案件４. 市立ひらかた病院建物総合維持管理業務委託に係る委託業務総合評価一般競争入札の落

札者決定基準（案）について 

《仕様書等（業務概要）について》 

意見なし。 

 

《技術的評価について》 

評価員：病院には要配慮個人情報があり（、情報の廃棄もありえると考えるが）、そういった情

報を清掃業者が廃棄することがあるのか。他の業務においては個人情報の特記仕様書が

仕様書の一部となっているが、本件はそうなっていない。また、個人情報の保護につい

て評価対象ともなっていないが、あえて評価対象としていないのか。 

事務局：清掃業者が個人情報に触れることはないため、評価対象にはしていない。 

評価員：近年、多くの企業で個人情報の取り扱いについて立ち入り業者との間で個人情報の保護

に関して契約を交わしたりしているかと思うが。 

事務局：病院職員対象の個人情報に関する研修は委託業者に対しても行うことしている。ただ、

基本的に委託業者が個人情報の入った資料を廃棄することはなく、病院職員が廃棄する

ことが原則であると考えている。 

評価員：業者が個人情報を目にしたり処分したりすることは考えられないということか。 

事務局：その通り。 

 

《閉会》 

 

以上 

 


